
令和６年度官公需確保対策地方推進協議会

官公需適格組合の活用について

静岡県中小企業団体中央会
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「静岡県中小企業団体中央会」の概要

静岡県中小企業団体中央会 昭和30年設立

会 員：856組合等（令和５年度末）⇒県内では新たに14組合が設立

会 長：山﨑 亨（静岡県東部商工（協））

副会長：中村泰平（（協）浜松卸商センター）

副会長：一色康有（静岡県商工（協））

副会長：稲葉明久（伊東温泉旅館ホテル（協））

静岡県中央会の主な活動

組合の設立、既存組合の活性化・運営支援、地域商業活性化、

農商工連携、新連携・地域資源活用の推進、労働対策、デジタル化支援、

高度化事業支援、経営革新計画策定支援 等     2



官公需適格組合制度とは

国や独立行政法人、地方公共団体等が、
・物品を購入する
・サービスの提供を受ける
・工事を発注することを『官公需』と言います。

↓

この官公需につき、受注に意欲的であり、かつ受注した契約を十分に責
任をもって履行できる経営基盤を整備している組合を中小企業庁（各地方経
済産業局等）が証明する制度

＝官公需適格組合制度
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静岡県中小企業者の受注機会の増大による地域経済の活性化に関する条例
条例第65号 平成26年3月28日施行

（第2条関係抜粋）

第2条 この条例において、「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該

当するもので、県内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する

中小企業者

(2)前号に掲げる中小企業者を構成員とする事業協同組合、企業組合、

協業組合、官公需適格組合その他の組合

2 この条例において「関係団体」とは、商工会、商工会議所その他中小企

業者を支援する団体をいう。
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静岡県の官公需適格組合（工事26組合）

【建築一式】（２組合）
静岡地区建設事業協同組合 （静岡市）
清水地区建設事業協同組合 （静岡市）

【建具】（４組合）
御殿場建具家具協同組合 （御殿場市）
富士建具協同組合 （富士市）
静岡建具協同組合 （静岡市）
藤枝建装協同組合 （藤枝市）

【畳】（４組合）
東部地区畳商工業協同組合 （沼津市）
静岡室内装備畳協同組合 （静岡市）
浜松畳商工業協同組合 （浜松市）
浜名湖地区畳商工業協同組合 （浜松市）

【石工事】（１組合）
静岡市石材事業協同組合 （静岡市）
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【造園】（１０組合）
沼津造園事業協同組合 （沼津市）
静岡県東部緑化事業協同組合 （沼津市）
袋井緑地維持管理協同組合 （袋井市）
富士市造園緑化事業協同組合 （富士市）
清水造園事業協同組合 （静岡市）
景観みどり静岡協同組合 （静岡市）
静岡市造園業協同組合 （静岡市）
中遠造園事業協同組合 （掛川市）
浜松造園事業協同組合 （浜松市）
浜北造園事業協同組合 （浜松市）

【管工事】（５組合）

伊東管工事工業協同組合 （伊東市）

沼津市指定給水工事店協同組合 （沼津市）

富士市水道指定工事店協同組合 （富士市）

静岡市水道局指定工事店協同組合 （静岡市）
清水管工事システム協同組合 （静岡市）



静岡県の官公需適格組合（物品･役務22組合）

【生コンクリート】（６組合）
静岡県伊豆生コンクリート協同組合 （下田市）
熱海生コンクリート販売協同組合 （伊東市）
静岡県東部生コンクリート販売協同組合 （沼津市）
静岡県富士生コンクリート協同組合 （富士市）
静岡県中部生コンクリート協同組合 （静岡市）
静岡県志太榛原生コンクリート協同組合 （藤枝市）

【電気・通信用機器類】（１組合）
志太家電協同組合 （藤枝市）

【広告・看板・ディスプレイ】（１組合）
静岡県広告美術業協同組合 （静岡市）

【建物管理等各種管理】（１組合）
静岡県消防設備保守点検業協同組合 （静岡市）

【警備業】（１組合）
静岡市警備業協同組合 （静岡市）
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【運送】（１組合）
赤帽静岡県軽自動車運送協同組合 （静岡市）

【一般廃棄物収集運搬】（３組合）
藤枝環境整備事業協同組合 （藤枝市）
大井川環境協同組合 （焼津市）
エコニックス協同組合 （三島市）

【ビルメンテナンス】（１組合）
静岡県ビルメンテナンス協同組合 （静岡市）

【車輌整備】（１組合）
沼津自動車整備協業組合 （沼津市）

【建築設計監理】（３組合）
アーキ・ユニティー設計事業協同組合（三島市）
沼津設計監理協同組合 （沼津市）
静岡設計監理協同組合 （静岡市）

【水道保守】（３組合）
静岡市水道局指定工事店協同組合 （静岡市）
清水管工事システム協同組合 （静岡市）
浜松上下水道協同組合 （静岡市）



静岡県中央会の官公需関連事業

①官公需適格組合の新規取得、更新手続き支援

静岡県内の官公需適格組合証明を取得している組合、新たに取得を希望
している組合に対し、手続き支援を行っています。

・令和5年度：更新19組合

・令和6年度：更新3組合(見込)

②官公需相談支援センターの設置

静岡県内の事業協同組合等、中小企業者に対する相談対応、情報提供の
ために「官公需総合相談センター」を設置しています。

・令和5年度実績：相談件数84件
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静岡県中央会の官公需適格組合支援体制
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関東経済産業局

中部担当者
(静岡事務所)

西部担当者
(西部事務所)

東部担当者
(東部事務所)

中部担当者が一括して
関東経済産業局とやり取り

提出

提出

官 公 需 適 格 組 合

各地区の中央会担当者とやり取り



静岡県中央会の支援体制(更新)
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①組合への通知
→官公需の更新周期：3年
中央会提出期限の2ヶ月前程度を目安に対象組合に通知しています。

②更新組合との面談
→前回更新時の資料を基に変更箇所についてヒアリングし、
支援担当者と組合間で提出書類について情報共有しています。

③電子データでの対応
→書類のやり取りは基本的に電子データで行い、過去のデータも
保存しています。



•ご清聴ありがとうございました。
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